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Ｌはじめに

「学習成果の活用」が生涯学習行政の焦点とされてから久しい。「学習成果の活用」が生涯学習行政の焦点とされてから久しい。この言葉が生涯学習施策上の焦点

となったのは、平成11年の生涯学習審議会（以下、生涯審とする）答申『学習の成果を幅広く生かす」

が、①個人のキャリア開発、②ボランティア活動、③地域社会の発展、の３つを「活用」の方向性と

して位置づけた頃からである。これ以降、従来の生涯学習振興の基本方針である「学歴社会の弊害の

是正」だけでなく、②や③のような、広く社会参加と呼びうる活動を「活用」として捉える傾向が、

生涯学習関係の審議会答申において強く打ち出されるようになっている。

しかし、地方公共団体が実際に進めている生涯学習施策を見ると、現段階においては、個々人が多

様に行っているボランティアや地域貢献の活動を「学習成果の活用」として把握し、評価し、振興し

ているというよりも、むしろ、生涯学習関連施設の運営や、生涯学習事業（生涯学習大学システム、

学びのパスポートの交付など）の企画・運営における住民参加を「学習成果の活用」として位置づけ

るものが多い(1)。

このことは、人生におけるあらゆる機会を通じた学習を「生涯学習」とし、その成果を用いて行わ

れる、就業者・高齢者・女性のキャリア形成から地域コミュニティの再生・環境問題への参加に至る

までの、様々な活動を「学習成果の活用」として包括しようとする答申のスタンスに対して、現実の

生涯学習施策が公民館・コミュニティセンター等の施設整備や、そこでの学習機会提供事業の拡充な

ど社会教育の分野を中心に進められてきたことに起因する。いわば、地方公共団体では、答申のよ

うなスタンスで「学習成果の活用」を振興しているというよりも、むしろ90年代を通じて進めてきた

｢生涯学習の基盤整備」の結果を（無に帰さないためにも）どのように生かすのか、という意味での

｢活用」が焦点になっているのである。

このように、新たな政策方針を示す概念として「学習成果の活用」を位置づけようとする審議会答
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申と、むしろ従来型の生涯学習事業を維持していくための代替的理念として「学習成果の活用」を位

置づけている地方公共団体との間では、「活用」のパースペクティブに大きな違いがある。この違い

は、一見、目指すべき方向性を示す答申と、様々な地域的・歴史的な拘束のなかで施策を展開せざる

をえない地方公共団体との対比として理解されよう。この場合、答申が示す「活用」の方向性に対し

て、地方公共団体の「活用」施策は、〈断片的・限定的なものにとどまっている〉と評価されること

になる。しかし、認識の枠組み（答申）と認識対象（人々のあらゆる「学習成果の活用」実践）の関

係として捉えてみると、その評価は一変することになる。すなわち、答申を、人々のすべての活動を

｢学習成果の活用」の視点から把握するための一つの「めがね」として捉えるなら、現実の地方公共

団体における「学習成果の活用」施策の断片性・限定性とは、実は答申自体の「学習成果の活用」理

解の狭陰さの反映ではないのか、むしろ答申の視野の外部に、「活用」としてより積極的に評価し、

支援されるべき人々の活動があるのではないか、という仮説が導かれるのである。

このことは、「学習成果の活用」概念における「活用」が意味するものについて、これまで明確な

整理がなされてこなかったということでもある。たとえば、「生涯学習」の概念については、「学習」

の,性格を(1)教育訓練活動における学習、(2)自己学習活動における学習、(3)偶発的学習としての学習、

(4)学習を伴わない余暇活動等、の４つに分類し、これらのうち(1)から(3)までを日本における「生涯学

習」の範囲であるとする整理が存在するが(2)、「活用」については、これに相当するような概念整理

がなされていないのが現状である。しかし、「活用」が「学習」とはまた別個の広がりをもった概念

である以上、独自の概念整理が求められることは言うまでもなく、また、その整理の内容次第では、

これまで答申における「活用」の理念では捉えられなかった人々の多様な活動も「学習成果の活用」

として認識され、支援される可能性が広がってくる。

そこで本稿では、まず、８０年代以降の生涯学習関係の審議会答申において「学習成果の活用」とい

う概念がどのように用いられてきたかを整理する。次に、「学習成果の活用」概念それ自体の解析を

通じて、審議会答申における「学習成果の活用」概念の内実と限界を明らかにし、逆に現実の施策に

おいてこれまで視野に納められてこなかった「活用」の領域と、そこへの支援の可能性について言及

することにする。

Ⅱ審議会答申における「学習成果の活用」理解

「学習成果の活用」の視点から見たとき、国の生涯学習行政の展開を３つの段階で捉えることがで

きる。すなわち、第１期：生涯学習の振興＝「学習成果の評価」の多元化であり、「活用」が固有の

課題として自覚されていない時期、第２期：「学習成果の活用」が課題化する時期、第３期：「学習

成果の活用」が生涯学習振興の焦点になるとともに、その社会貢献的側面がより強調されるようにな

る時期、の３つである。

１．第１期：生涯学習の振興＝「学習成果の評価」の多元化の時期

第１期は、臨時教育審議会（以下、臨教審とする）第二次答申（昭和61年）から、中央教育審議会

(以下、中教審とする）答申『生涯学習の基盤整備について」（平成２年）までの時期である。臨教審

では、第二次答申で「学習の成果が適切に評価され、多面的に人間が評価されるように人々の意識を

社会的に形成していくこと｣、すなわち学歴社会の弊害を是正するための「評価の多元化」が提言さ

れ、これを受けて第三次、第四次答申では、「公的職業資格の見直し」や「多様な人材の確保とその

能力の活用」などが提言された。ここでは、「学習成果の活用」に通じる人材の活用への言及がなさ

れているものの、具体的に想定されているのは「広範な職業能力評価システムの導入」や「Off-JT

の成果に対して適切な評価を進めること」である。「活用」は固有の課題として意識されず、「評価」

の課題意識の中で捉えられていたことが分かる。また、平成２年の中教審答申『生涯学習の基盤整備
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について』では、臨教審の当時は「評価の多元化」と同列に論じられていた「生涯学習を進めるまち

づくり」＝「生涯学習の基盤整備」が中心施策になり、「評価」の問題もその中で捉えられるように

なる。具体的には、「啓発活動・学習成果の評価による生涯学習の奨励」が基盤整備上の課題とされ、

これが「生涯学習センター」の業務の一つに位置づけられたのである。

したがって、第１期では、①学歴社会の弊害の是正に向けた「評価の多元化」が生涯学習振興の中

心的理念とされ、「活用」は「評価」の問題として理解されていた、②しかし、「評価」もまた、実質

的には「学歴社会の弊害の是正」よりも、その実現に向けた生涯学習推進体制の整備や「生涯学習セ

ンター」の設置などのインフラ整備を正当化する根拠として機能していた、ということができる。

２．「学習成果の活用」が課題化する時期

第２期は、中教審答申『新しい時代に対応する教育の諸制度の改革について』（平成３年）から生

涯審答申『地域における生涯学習機会の拡充について』（平成８年）までの時期である。この時期か

ら、「学習成果の活用」が固有の課題として意識されるようになっていく。まず、平成３年の中教審

答申は、今後、生涯学習に対する需要の増大によって学習成果の評価や活用への要請が増大するとし、

必要な施策として次のものを挙げている。

①学習成果を評価する多様な仕組みを整備すること

②学習成果のうち、一定水準以上のものを評価し、それを学校の単位に転換する仕組みを拡充する

こと

③学習成果を広く社会で活用すること

④学習成果の評価について調査研究を行うとともに、学習成果の評価や活用に関する啓発を行うこ

と

これらのうち、「学習成果の活用」に関わる③については、ａ）ボランティア活動などの実績を含

め、「一定水準以上のものを公的職業資格の基礎とすること｣、ｂ）地域の活性化や家庭教育の充実の

ための、社会教育指導者やボランティアの養成・確保、ｃ）学習成果の公開の場の開拓、などが想定

されている。その後の政策展開との関わりで言えば、ここで活用の方向性として、キャリアアップや

地域の活`性化、ボランティアの養成が指摘されていることが注目される。全体としては、「学習成果

の評価」の範囲内で理解されているとはいえ、その位置づけは以前に比べて格段に大きくなっている

と言えよう。

平成４年の生涯審答申『今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について』では、リカレ

ント教育、ボランティア活動、青少年の学校外活動が振興の対象とされ、それぞれについて「学習機

会の拡充」や、「学習情報提供・相談体制の整備｣、「人材の育成及び活用｣、「評価」などの７項目が

挙げられている。「人材育成・活用」については、生涯学習それ自体に関する専門家（施設の長や社

会教育主事）の養成・研修と、専門的技能を持つ人々の「人材バンク」ヘの登録などが想定されてい

る。これまで学習成果の「評価」の問題とセットで論じられてきた「活用」が、「人材育成・活用」

として独自に検討されるようになったのである。

また、同答申では、ボランティア活動と生涯学習の関連について、

①ボランティア活動そのものが自己開発、自己実現につながる生涯学習である

②ボランティア活動に必要な知識・技術を習得するための学習として生涯学習があり、学習の成果

を生かし、深める実践としてボランティア活動がある

③人々の生涯学習を支援するボランティア活動によって生涯学習の振興がいっそうはかられる
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という三つの視点が提示され、「あらゆる層の人々が学習の成果をボランティア活動の中で生かすこ

とができる環境の整備を図ることが必要である」とされた。ボランティア活動自体は、既に1960年代

頃から社会福祉やまちづくりの分野で注目されてきたものであり、先に見た平成３年の中教審答申で

も言及されたが、ボランティア活動と生涯学習の連関を積極的に提示したのは、この答申が初めてで

ある。注目されるのは、ボランティア活動の中に「自己開発、自己実現」の側面を見いだすことで、

生涯学習との関連づけがなされていることである。

しかし、この時期の生涯学習施策の中心となっていたのは、依然としてインフラ整備（情報提供・

相談体制の整備、施設整備、機関連携など）であった。たとえば、平成３年の中教審答申では、「生

涯学習の成果を活用するに当たっては，生涯学習の成果の評価やその活用方法などに関する情報を提

供する体制や生涯学習施設相互間の生涯学習情報ネットワークを整備することが重要となる。このよ

うな生涯学習に関する情報提供に関しては…（中略）…生涯学習推進センターなどが，適切な役割

を果たすことが期待される」と述べられている。平成４年の生涯審答申でも「ボランティアとして活

動するための基礎的な学習機会の充実や、学習の成果と能力を生かした活動の場の開発が今後の課題

であり、特に公的施設・機関等の役割が期待される」（下線部は引用者）とされている。さらに、平

成８年の生涯審答申『地域における生涯学習機会の充実について」になると、「地域社会の中で様々

な学習機会を提供している機関や施設の生涯学習機能の充実」の視点から、「機関や施設を四つの類

型に分け｣、課題と方策を検討することが提言されており、むしろ施設整備・機関連携が主題とされ

ている。したがって、ボランティア活動などを通じた「学習成果の活用」が固有の課題として意識さ

れてくるものの、施策の焦点は依然として基盤整備に置かれていたのが、第２期であったと言えよう。

３．「学習成果の活用」が生涯学習振興の焦点となる時期

第３期は、生涯審答申『社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について』（平成10年）

から現在までの時期である。第２期までと大きく異なるのは、この時期から生涯学習行政でも地方分

権・規制緩和の方針が採られていくと同時に、従来行政が担ってきた様々な分野への住民参加が奨励

されていくことである。例えば、平成10年の生涯審答申では、公民館運営審議会の必置規制を始めと

する社会教育関係法令の規制緩和や、社会教育施設の管理の民間委託（運営への住民参加を含む）が

提言されると同時に、「地域づくりのための住民の社会参加活動の促進」や、地域の人材が活躍でき

る場としての社会教育施設のあり方などが提言されている。住民参加や人材活用の方向`性としての

｢地域づくり」が、以前にも増して強調されていることが注目される。

そして、「学習成果の活用」が「評価」を含み込む形で生涯学習振興の中心に位置づけられたのが、

平成11年の生涯学習審議会答申『学習の成果を幅広く生かす」である。この答申では、「学歴偏重社

会のイメージ」を是正するためには「学習成果の活用」を促進することが求められるという理念が提

示され、活用の方向｣性として①個人のキャリア開発、②ボランティア活動、③地域社会の発展、の３

分野が示された。提言の内容は多岐にわたっており、高等教育機関や高等学校における生涯学習成果

の単位認定、資格制度の見直しなども含まれるが、地方公共団体が直接に実施すべき事業として提言

されているものについては、以下のように整理できる。

①キャリア開発

ａ）キャリア開発に向けた講座の提供

ｂ）全国共通の学習成果認証システムの構築＝「生涯学習パスポート」の構想

ｃ）インターネットによる情報提供システムの構築

②ボランティア活動

a）ボランティア・センターの設置（情報提供、プログラム開発、調査研究、研修、連絡調整など）
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ｂ）ボランティア・バンクの構築一情報提供システム

ｃ）ボランティア・コーディネーターの養成

③地域社会の発展

ａ）住民主導型の生涯学習講座の企画・運営（地域づくりの構想、施策の企画・立案・実施の各段

階への参加）

ｂ）学習グループの育成

これより、①「センター」を設置し、’情報提供システムを整備し、それらを機能させるための人材

を養成する、という発想は従来どおりであるが、施設整備よりも住民の自発的な学習活動の支援に重

点をおくこと、②「センター」の運営や生涯学習講座の企画・運営への住民参加を積極的に採り入れ

ること、などが特徴として見出されよう。

注目されるのは、上記のような振興方針が、行政の守備範囲の縮小と明確につなげて論じられてい

ることである。たとえば、「ボランティア活動」の章では、少子・高齢化、国際化、情報化がもたら

す課題の解決について「すべて行政に頼ることには自ずと限界がある」とされ、「山積する喫緊の課

題に迅速かつ柔軟に対応するためには、国民一人一人が自己責任と信頼を基調とする自覚・自立した

意識に基づいてボランティアの活動に積極的に関わっていくことが求められる」（下線は引用者）と

されている。また、「地域社会の発展」の章では、①行政は行政でなければできない事業に特化すべ

きである、②これまでの「生涯学習のまちづくり」は「生涯学習のためのまちづくり」（＝推進体制

の整備）であったが、今後は「生涯学習によるまちづくり」が求められる、③これまでは行政の企画・

運営による講座の提供が中心であったが、今後は住民の学習成果を生かし、住民自ら講座の企画・運

営を行っていくことも必要である、などの見解が示されている。これまでの生涯学習行政を率直に振

り返り、反省を加えた上で、行政がまかなえない部分、行政が撤退する部分を住民の「自己責任と信

頼」によって補うべきことを端的に主張しているのである。

このように、行政の守備範囲の縮小を前提として、ボランティア活動や地域振興活動への関与の増

大が強調されるようになったことは、平成４年の生涯審答申から見れば大きな変化といえる。平成４

年の答申では、ボランティア活動に含まれる「自己開発・自己実現」の要素を捉えることで生涯学習

との関連づけがなされていたのに対して、平成11年の答申では、むしろボランティア活動本来の地域

振興・社会貢献の部分で生涯学習との関連づけがなされているのである。これは、答申の焦点が学習

活動そのものから「学習成果の活用」へと移行したことに応じて、行政支援の対象も個々人の自己開

発・自己実現から、地域振興・社会貢献へと移ったことを意味している。もちろん、「生涯学習の考

え方においては学習を通じて自己を成長させ、社会に参加し自已実現を図ることが強く意識されてい

るところから、ボランティア活動においても、他者のためであると同時に、自己のための活動もある

という、意識の上での自然な融合が図られつつある」という記述もあり、決して学習活動＝自己開発・

自己実現の側面を軽視しているわけではないが、この部分の強調が弱まりつつあることは明らかであ

る。

このような生涯学習行政における地域振興・社会貢献の位置づけは、その後、新たな概念のもとで

より一層重視されるようになる。その概念が、〈新しい「公共｣〉である。これは、平成15年の中教審

答申『新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」で明記された概念

であり、これが平成16年の中教審生涯学習分科会報告『今後の生涯学習の振興方策について（審議経

過の報告)」（以下、『経過報告」とする）にも受け継がれたことで、生涯学習行政もまたぐ新しい

｢公共」〉の概念のもとで方向づけがなされた。『経過報告』はく新しい「公共」〉について次のよう

に述べている。

国、都道府県、市町村をはじめ、関係機関・団体等が生涯学習の振興を進めるに当たっては、国民
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各個人が可能な限り、職業を持つことなどにより、自立し、社会において健康で文化的に生涯を送る

ことが重要である。それとともに、社会を構成する国民として社会に主体的に参加・参画することに

より、〈新しい「公共」〉を形成するという視点により社会をつくり、社会の活性化を図るというこ

とを目的とすることも重要である。すなわち、これまでの、ともすれば行政に依存しがちな発想を転

換し、個人やＮＰＯ等の団体が社会の形成に主体的に参画し、互いに支え合い、協力し合うという互

恵の精神に基づく、〈新しい「公共｣〉の観点に視点を向けることが必要である。（下線は引用者）

注目されるのは、「社会の形成に主体的に参画」するという社会貢献の側面だけでなく、「互いに支

え合い、協力し合うという互恵性」の側面、言い換えれば相互扶助の側面が強調されていることであ

る。こうした相互扶助的・社会貢献的な「公共」の理解は、ボランティア活動の位置づけにも反映し

ている。「現在、各地において、ボランティア活動の機運が盛り上がっており、そうした活動は、各

人が社会の形成に主体的に参画する新しい『公共」の精神を酒養する活動になっている。そこで、ボ

ランティア活動の自主性を尊重しながら、こうした活動が活`性化されるような環境づくりが更に必要

になると考える」とされているのである。

こうした方針を受けて、「学習成果の活用」については、「ボランティア活動を通じて活用したり、

企業内で成果を活用してビジネスを創出したり、事業を地域全体で一緒につくっていくなど、あらゆ

る形で成果を活用していくことが重要と考えられる。すなわち、学校での社会人講師、社会人向けの

講座の講師、子育て支援や介護などでのボランティア、行政や公民館、関係機関・団体等が行う事業

への参画、企業内での活用や起業等、学習成果を地域社会に還元し、地域の活性化や発展につなげる

ことが重要と考えられる」と述べられており、平成11年の答申の方針が受け継がれていることが分か

る。

しかし、この『経過報告』には、平成11年までの答申と大きく異なる点が－つある。それが、「個

人の需要と社会の要請のバランス」の強調である。先に見たように、生涯学習とボランティア活動と

の接点は、当初、「自己開発・自己実現」という点にあり、平成11年の答申ではその側面が幾分後退

しつつも、ボランティア活動が「他者のためであると同時に、自己のための活動もあるという、意識

の上での自然な融合が図られつつある」（下線は引用者）とまで述べられていた。しかし、『経過報告』

では、

個人的な興味、関心、希望などを充たすべく、教育・学習の機会を活用する場合には、個人的要求

が中心となりがちであり、ともすれば、社会にとって必要なことへの関心や対応が欠如しがちである。

社会の存続を図るためには、社会に共通の課題に取り組む必要がある。しかし、それは、必ずしも個

人の興味・関心に合致しないことが多いが、それへの取組を怠ると、社会的に様々な問題の発生につ

ながるおそれが生ずる。

したがって、生涯学習振興にあっては、個人の需要と社会の要請の両者のバランスを保つことが必

要である.（下線は引用者）

とされ、むしろ「他者のため」＝社会の要請と「自己のための活動」＝個人の需要の対立可能性が

強調されているのである。もちろん、直接的に過去の認識を否定するものではないが、平成11年の答

申の段階では、補足的ではあれ、生涯学習の自己実現・自己開発的側面と社会貢献的側面の連続性が

述べられていたことを踏まえるなら、ここでは、よりいっそう社会貢献的側面が強調されるようになっ

たと見ることができるだろう。

この『経過報告』に続く、平成19年の中教審『新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について』

(中間報告）では、「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を
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養う」（改正教基法第２条３項）ことが重要であり、「子どもから大人まで、年齢を問わず主体的に社

会の形成に参画することを促すため、趣味・教養を学ぶ場としてのみならず、奉仕活動を通じて社会

に対する責任感、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与するための知識・技術や態度等を養

う学習機会の提供を推進することが重要である」とされた。『経過報告』で提示された、相互扶助・

社会貢献に寄与する生涯学習の位置づけが、より鮮明に打ち出されているのである。

したがって、第３期については、①ＮＰＯやボランティア活動、地域の生涯学習事業の企画・運営

への参加としての「学習成果の活用」が前面に打ち出されただけでなく、そうした活動の持つ相互扶

助的・社会貢献的側面がく新しい「公共」〉への寄与としてより強調されるようになったこと、また、

②行政の役割はこうした社会参加を中心とする「学習成果の活用」の後方支援、すなわち、直接的に

成果を生かす機会を準備するのではなく、最終的には住民自身が成果を生かす機会を創造し、提供し、

享受できるようになるよう、道筋をつけることへと限定されたことが、特徴として挙げられる。言い

換えれば、行政だけでは効果的に提供できない「活用」の機会を、ＮＰＯやボランティアを通じて住

民が互恵的・相互扶助的に提供し合うことが、近年の社会参加的な「学習成果の活用」の含意するも

のであり、これがく新しい「公共」〉への貢献とされているのである。

以上、「学習成果の活用」や社会参加の視点から、生涯学習関係の審議会答申を分析してきた。そ

の結果、８０年代後半から現在までの間に、行政の役割については、基盤整備を中心とする積極的施策

の段階から守備範囲の縮小の段階へ、また、生涯学習行政の焦点という点では、自己開発・自己実現

的な「学習活動」から相互扶助的・社会貢献的な「学習成果の活用」ヘ、という大きな変化が生じて

いたことが明らかとなった。次節では、このような答申における「学習成果の活用」理解を、「活用」

概念の検証を通じて相対化していくことにする。

Ⅲ．「学習成果の活用」概念の位相

８０年代以降の審議会答申における「学習成果の活用」理解のありようを以上に見てきたが、そこで

の「活用」とは、学習活動によって得た知識・技能を次のような形で応用することを想定するもので

あった。すなわち､①観光ボランティアやイベントの運営、その他生涯学習事業の企画・運営への参

加など、特定の他者に向けた活動ではなく、地域社会全体への貢献としての「活用｣、②子育て支援

や、学校ボランティア、介護・福祉サービスなど、特定の他者（少数・多数の両方を含む）に対する

対人型サービスを中心とする相互扶助的・互恵的活動としての「活用｣、③進学や就職、なかでも女

性の就業・起業や、高齢者の再就職など、個人のキャリア形成としての「活用｣、といった３つの方

向`性である。①と②は広くボランティア活動や社会参加活動として一括りにされることもあるが、

｢活用」の対象（社会一般か個々人か）によって区別されうる。たとえば、地域の生涯学習事業への

参加という点で見たとき、事業の企画・運営への参加は、それ自体は特定の個人に向けた活動ではな

く、地域社会の発展への貢献であるが、講師として活動することは、特定多数の個人に向けた活動で

あり、〈市民が市民を教える〉という関係にあることから、相互扶助的・互恵的活動と見なしうる。

また、対象の性質という点では、③は「活用」の対象が「自分」であるという特徴を持つ。これを整

理すると、表１のようになる。

表１が示すように、答申が想定する「活用」は広範囲にわたっている。しかし、これが「学習成果

の活用」という概念自体の含意を包括しているかというと、そうではない。「活用」する学習成果は、

必ずしも講座への参加によって身につけたものである必要はなく、新聞購読や読書などのインフォー

マルな学習活動、あるいは旅行やテレビ、インターネットによる偶発的な学習であっても、身につけ

た知識・技能を用いるような機会はすべて「活用」として見なしうる。したがって、学習したことで

友人・家族との話題が広がることや、新聞記事や小説の理解が深まること（社交的・教養的活動)、

政治的活動（政治や社会のあり方を捉え直し、それを投票行動や集会への参加に生かすこと）なども、
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概念上は「活用」に含まれる。このことを加味し、社会領域の便宜的区分（政治。社会。経済）とと

もに「学習成果の活用」の範囲を整理すると、表２のようになる。

表１：答申における「学習成果の活用」理解の範囲

｢学習成果の活用」の内容 ｢活用」の対象

丁両社会貢献活動 地域。社会全体
り一般的

相互扶助的。互恵的活動 特定（多数。少数）の他者

ミリタニ
り個別的個人のキャリア形成 自分

表２：「学習成果の活用」の概念自体が意味する範囲

領域 ｢学習成果の活用」の内容 ｢活用」の対象

命政治 政治的活動 地域。社会全体
り一般的

社会貢献活動 地域。社会全体

社会 相互扶助的。互恵的活動 特定（多数。少数）の他者

仏
社交的。教養的活動 特定少数の他者、自分

り個別的

経済 個人のキャリア形成 自分

色分けした部分が、答申では想定されていない「活用」の分野である。補足すると、社交的。教養

的活動の対薑象としての「自分」とは、たとえば、源氏物語に関する講座を受講したあとに、身につけ

た知識をもとに自己学習を進め、より深い理解に到達するような場合を想定している。そのうえで、

高度な理解を獲得したことで友人との話題が増えた、という場合は「特定少数の他者」との社交的。

教養的活動として、ボランティアで源氏物語に関する講師を務めるようになった、という場合は相互

扶助的。互恵的活動として想定している。

なお、「活用」の内容を、政治。社会。経済の区分に対応させて整理したが、言うまでもなく、実

際の人々の活動はこのように明確に区分されるものではない。たとえば、環境問題に関するＮＰＯの

一員として、普及啓発活動に携わる場合は社会貢献活動と言えるが、環境問題に関する法案作成に向

けて国会議員に対するロビー活動を行う場合には、政治的活動に相当する。ちなみに、環境問題は、

ゴミ処理場建設反対運動のように特定地域の問題として表出する場合もあるが、本質的には、特定の

国家や地域、現世代のみに関わる問題ではなく、将来世代にまで関わる地球全体の問題であり、アー

レント（HannahArendt）のいうく共通世界〉の維持に関わる問題である(3)。将来世代も含めた

｢われわれ」が固有の存在として現れることを保|庫する舞台としての、〈共通世界〉の維持発展に貢献

する活動こそ公的＝政治的領域に固有のものであり、今日の用語法では、狭義の、すなわち個別の地

域や世代の利害に還元されないという意味での「社会全体への貢献」にあたる。ただし、上記の表に

おける「政治」の領域に含まれるのは、このような意味での「社会全体への貢献」だけではない。た

とえば、過疎地域の発展を期した道路建設の是非や、若年者の労働環境の改善、福祉サービスのあり

方などについてロビー活動を行うことや勉強会を主催することは、特定の地域や集団の生存条件の改

善を主な関心としており、狭義の「社会全体への貢献」とは質を異にするものである(の。しかし同
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時に、こうした活動は、答申が想定するような「まちづくり」への参画や地域イベントの企画・運営

への参加のような「社会貢献活動」とも異なる。したがって、特定の地域・集団の生存条件の改善に

関わる活動については、「社会全体への貢献」ではないが、少なくとも「地域全体への貢献」に相当

するものであり、「政治」の領域に含まれると考えている。

それでは、答申において、政治的活動および社交的・教養的活動が「学習成果の活用」として位置

づけられていないことをどのように評価すべきだろうか。ここで、答申を行政施策の目指すべき方向

`性を示す文書と見るならば（もちろん、これが通常の理解であるが)、これらの活動に言及がないこ

とには、一定の理由がある。すなわち、社会的・地域的なコンセンサスが形成されていない活動の支

援は中立性原理の観点から忌避されるが、これらの活動は、いずれもその原理に抵触する可能性が高

いということである。たとえば、男女共同参画のように、－時代前には特定の政治的立場であったが、

今曰ではその推進が社会的コンセンサスになっているような場合には、政治的活動へと発展する可能

性をもっていても、それを行う個人・団体に対する支援が忌避されることはない。しかし、ゴミ処理

場建設反対運動のような、地域を二分するような活動について、行政が支援できないことは言うまで

もない。さらに、社交的・教養的活動については、支援すべきかどうかだけでなく、支援が可能なの

かどうかも問題となってくる。

しかし、投票率の低下をはじめとする、人々の政治的活動の停滞が大きな課題になっていること、

また、その活性化のためにこそ成人の学習が重要になることなどを踏まえるなら、政治的活動そのも

のを支援するのでなくとも、その前提となる政治的討議の活'性化などは、「学習成果の活用」施策の

一方向`性として考慮されるべきである。実は、近年、社交的・教養的活動が、こうした政治的討議や

社会貢献的・相互扶助的活動を下支えしてきたとする考え方が広まりつつある。そうした論者の一人

であるパットナム（RobertDPutnam）によれば、「思想家が声高に『市民参加」や『民主的討議』

と言うとき、われわれはコミュニティ組織や公の仕事こそが、社会的関与の最高の形態であると考え

がちだが、しかし曰々の暮らしの中では、友情や、その他インフォーマルな形の社交が、重要な社会

的サポートを提供している｣(5)。彼が「インフォーマルな形の社交」として想定しているのは、「仕

事のあとに連れ立って飲みに行ったり、夕食時に馴染みとコーヒーを飲む、火曜の晩ごとのポーカー、

隣近所とのうわさ話、家に友人を招いてテレビを見る、暑い夏の夕方にバーベキューを共にする、書

店の読書グループに集う、あるいは同じルートで毎日出会うジョギング仲間に単にうなずくといった

こと」などである(6)。こうした活動を通じて形成されるインフォーマルなつながりは、「社会的ネッ

トワークを維持する上で非常に重要である｣(7)。なぜなら、「社会的ネットワークは善行に人々をリ

クルートするチャンネルを提供し、また社会的ネットワークは、他者の幸福への配慮を促す互酬性の

規範を促進するものである」からである(8)。

こうした視点から見ると、実質的に趣味・教養型学習の発展を支援してきた地方公共団体の生涯学

習施策は、答申が一貫して掲げてきた「学歴社会の弊害の是正」という理念の下では常にく遅れた現

実〉と認識され、趣味・教養型学習と隣り合わせにある社交的・教養的活動の持つ意義が十分に評価

されてこなかったことが分かる。もちろん、平成４年の生涯審答申で示された、「自己開発・自己実

現」としてのボランティア活動の位置づけは、実質的に社交的・教養的活動の延長上に社会貢献的・

相互扶助的活動があるという認識を提示したものであり、同様の認識は平成11年の答申にも受け継が

れていたが、これらもまた、社交的・教養的活動を独自に評価しようとするものではなく、あくまで

も「学歴社会の弊害の是正」に向けた「評価の多元化」戦略の一つに過ぎなかった。いわば、現実と

して栄えてきた趣味・教養型学習に根ざす社交的・教養的活動を固有に評価する視点は、少なくとも

80年代以降においては一度も採られることがなかったのである。

もちろん、先に指摘したように、行政がこれらの活動を直接的に支援することは、地域においてよ

ほどのコンセンサスが形成されていない限り、今後とも困難を極めるのは間違いない。しかし、人々
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が現実に行っている「学習成果の活用」の幅が答申の視野を超えているにもかかわらず、各地方公共

団体が答申の視点で「学習成果の活用」施策を展開していくとすれば、それは穴の開いたバケツに水

を入れ続けるようなものであり、生涯学習関係者の「例えようのない不達成感」を再生産し続けるこ

とになるだろう(9)。人々の政治的活動や社交的・教養的活動を直接に支援することは難しいとして

も、答申レベルでは、それらが全国的にどのような状態にあるのかを様々な指標に基づいて示すこと

ができるはずであり、地方公共団体は、そうしたデータに基づいて、より効果的な生涯学習事業、な

いし「学習成果の活用」施策を構想することができるはずである。たとえば、「社交的・教養的活動

の支援＝公民館やコミュニティセンターの建設」と考えるのではなく、多様な世代の交流を可能にす

る宅地開発や、オランダで進んでいるような「100年以上使える多用途ビル」の建設('0)、人々の交流

を促す飲食店街の整備など、いわゆる都市計画に相当するような施策も、社交的・教養的活動の支援

として考えることができる。そこで生まれるインフォーマルなつながりが、やがて政治的活動や社会

貢献的・相互扶助的活動を推進するものとなろう。過疎化や郊外化の進む地域では、「活用」施策と

してより高いハードルを設定することになるが、人々が特定の集団や世代の利益に還元されない「社

会全体のための」活動に参加するようになるためには、まず行政自身がく共通世界〉の維持発展とい

う視点を持つこと、すなわち特定の集団や世代の利益に還元されない都市計画を構想し、実現してい

くことが求められる。そうした取り組みが、長期的には人々の「学習成果の活用」をさらに促し、よ

り豊かな生涯学習社会の実現をもたらすのではないだろうか。

Ⅳ．おわりに

本稿の目的は、生涯学習関係の審議会答申における「学習成果の活用」理解の範囲を明らかにした

上で、人々のより広範な活動を「学習成果の活用」として認識し、支援する可能性について考察する

ことにあった。答申の「学習成果の活用」理解には、大きく分けて、社会貢献的活動、相互扶助的・

互恵的活動、個人のキャリア形成の三つの側面があったが、人々が実際に行っている様々な活動の視

点から「学習成果の活用」概念を分析した結果、答申では政治的活動および社交的・教養的活動が

｢活用」の方向性として視野に収められていないことを指摘した。これらの活動は、行政による直接

的支援にはなじまないものの、人々が実際に広く行っている活動である以上、これらを無視したまま

地方公共団体が自らの「学習成果の活用」施策を評価するなら、常に「不達成感」を生み出すことに

なる。こうした活動を中立性原理の観点から直ちに忌避するのではなく、それらを長期的に見据えた

上で施策を講じていくこと、たとえば多様な世代の交流を促す都市計画など、結果として人々の幅広

い「学習成果の活用」を促すような施策を講じることが、行政に求められるのではないか。以上が、

本稿の主旨であった。

なお、考察の一部で都市計画の問題に踏み込むことになったが、生涯学習と「まちづくり」を関係

づける議論は数多く発表されてきた反面、基本的に「まちづくり」の担当省庁であったかつての建設

省や国土庁（現国士交通省)、厚生省（現厚生労働省）が「学習活動」および「学習成果の活用」に

ついてどのように理解してきたのか、また、そうした他省庁も含めた施策展開の下で、人々にいかな

る「学習成果の活用」機会が実質的に提供されてきたのか、こうした視点に立つ研究は決定的に不足

しているように思われる('1)。また、「学習成果の活用」が行政の支援のあり方に関する問題である以

上、上記のような政策分析にとどまらず、そもそも、人々の行っている活動は何が公的に支援される

べきものであり、何が私的に追求されるべきものであるのか、その理由づけの歴史的・思想史的変遷

もまた、「学習成果の活用」研究は踏まえる必要がある。いずれについても、本稿ではほとんど触れ

ることが出来なかった。今後の課題としたい。
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